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医業類似行為業等に関する指導について 

 

 

医業類似行為に対する取扱いについては、「医業類似行為に対する取扱いにつ

いて」（平成３年６月 28日医事第 58号本職通知）において、御了知いただくと

ともに、「医業類似行為業に関する指導について」（平成 26 年医政医発 0207 第

１号）や「医業類似行為業に関する指導について」（平成 28 年医政医発 0209 第

２号）、「医業類似行為に関する指導について」（平成 29 年医政医発 0711 第１

号）において、医業類似行為に関する指導の徹底をお願いしているところですが、

当課に対し、健康被害が生じた相談が相当数ある旨報告されており、公衆衛生上

看過できない状況であります。 

また、総務省行政評価局が行った調査「消費者事故対策に関する行政評価・

監視－医業類似行為等による事故の対策を中心として－」の結果報告書におい

ては、医業類似行為による健康被害及びエステサロン等における無資格者によ

る医療行為について、都道府県、保健所を設置する市及び特別区に対し、関係

法令に基づく指導の権限を示した上で、事業者等に対する必要な指導の徹底を

行うよう厚生労働省に要請されているところです。 

これらの行為による国民への危害発生を防止するべく、下記のとおり、再度周

知徹底することとしたので、その趣旨及び内容について十分御了知の上、関係者、

関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようお

願い申し上げます。 

 

記 

 

第１ 医業類似行為に対する取扱いについて 



 （１）無資格者が医業類似行為を行った場合の取扱い 

医業類似行為については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師又

は柔道整復師の免許を受けた者（以下、「あん摩マッサージ指圧師等」とい

う）を除くほか、何人も医業類似行為を業としてはならず、その違反に対し

ては罰則を定めている。免許を有しない者による医業類似行為の施術が、医

学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあれば、禁止処罰の対象となるも

のであることから、保健所等関係機関とも連携し、その指導を徹底されたい。 

 

（２）有資格者による医業類似行為の施術によって健康被害が生じたおそれが

ある場合の取扱い 

免許を有する者による医療類似行為の施術によって健康被害が生じた場

合は、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（昭和二

十二年法律第二百十七号）第８条及び柔道整復師法（昭和 45 年法律第 19

号）第 18 条の規定の「衛生上害が生じるおそれがある場合」に該当し、行

政指導の対象となることから、その旨御了知いただき、健康被害の相談があ

った場合は、必要に応じて事実確認の上、医療機関での治療が必要となって

いる事案については重点的に指導するなど、改めてその対応を徹底されたい。 

 

第２ エステサロン等における無資格者による医療行為について 

  「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて」（平成 13 年

11月 8日医政医発第 105号）で示したとおり、医師が行うのでなければ保健

衛生上危害の生ずるおそれのある行為については、医師免許を有しない者が

業として行えば医師法第 17条違反に該当する。違反行為に関する情報に接し

た際には、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導

を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第 239

条の規定に基づく告発を念頭におきつつ、警察と適切な連携を図られたい。 

 

 

 

 

 

 
【照会先】 

厚生労働省医政局医事課医事係 

電話:03-5253-1111（内線 2568） 


